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古賀都市計画地区計画の決定（古賀市決定）【案】 

 

高田地区地区計画を次のように決定する。 

 

名    称   高田地区地区計画 

位    置   古賀市久保、筵内の各一部 

面    積   約８．９ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、古賀駅から約１．７ｋｍ、千鳥駅から約０．９ｋｍという地点に

位置し、古賀市都市計画マスタープランにおいて「土地区画整理事業により、

商業・業務地及び住宅地を供給する地区」と定めている。 

そこで、本計画では地区の特性に応じた土地利用と建築物等に関するルール

を定め、土地区画整理事業を実施し、良好な市街地環境の形成を図ることを目

標とする。 

土地利用の方針 

 本地区は周辺状況との調和を図りつつ、住宅地と商業・業務サービス等の施

設を適切に配置する。 

また、地区内に必要な公共・公益施設を適切な位置に配置する。 

建築物等の 

整備方針 

 周辺状況との調和を図りつつ、街の活気と快適な街並み空間の創出を誘導す

るとともに、建築物の用途等の制限を行う。 

地

区

整

備

計

画 

地

区

の 

区

分 

地区の名称 A地区 B地区 C地区 

地区の面積 約０．６ｈａ 約４．３ｈａ 約４．０ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

この地区内に建築でき

る建築物は、以下のと

おり。 

１．建築基準法（昭和

２５年法律第２０１

号。以下、この表に

おいて「法」という。）

別表第２（は）項に

掲げる建築物のう

ち、第一号、第三号

及び第四号に掲げる

建築物（法別表第２

（い）項第五号を除

く） 

２．店舗、飲食店その

他これらに類する用

この地区内に建築できる

建築物は、以下のとおり。 

１．法別表第２（は）項に

掲げる建築物のうち、

第一号から第四号及び

第七号に掲げる建築物 

２．店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供

する部分の床面積の合

計が 10,000 ㎡以内のも

の 

３．事務所その他これらに

類する用途に供する部

分の床面積の合計が

3,000㎡を超えるもの 

４．ホテル又は旅館 

この地区内に建築でき

る建築物は、以下のと

おり。 

１．法別表第２（は）

項に掲げる建築物の

うち、第一号、第三

号及び第四号に掲げ

る建築物（法別表第

２（い）項第五号を

除く） 

２．店舗、飲食店その

他これらに類する用

途に供する部分の床

面積の合計が 500 ㎡

以内のもの 

３．事務所その他これ
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途に供する部分の床

面積の合計が 500 ㎡

以内のもの 

３．事務所その他これ

らに類する用途に供

する部分の床面積の

合計が 500 ㎡以内の

もの 

４．自動車車庫で床面

積の合計が 300 ㎡以

内のもの（３階以上

の部分をその用途に

供するものを除く。） 

５．政令第１３０条の

７の２第３号で定め

る建築物に付属する

自動車車庫 

６．政令第１３０条の

６で定める工場 

７．作業場の床面積の

合計が 50㎡以下の自

動車修理工場 

 

５．政令第１３０条の６の

２で定める運動施設（ゴ

ルフ練習場、バッティン

グ練習場を除く） 

３．劇場、映画館、演芸場

又は観覧場のうち客席

の部分の床面積の合計

が 200㎡以内のもの 

４．単独車庫 

５．建築物に付属する自動

車車庫 

６．政令第１３０条の６で

定める工場 

７．作業場の床面積の合計

が 300 ㎡以内の自動車

修理工場 

８．政令第１３０条の９で

定める数量以内の危険

物の貯蔵又は処理に供

する建築物 

 

らに類する用途に供

する部分の床面積の

合計が 500 ㎡以内の

もの 

４．自動車車庫で床面

積の合計が 300 ㎡以

内のもの（３階以上

の部分をその用途に

供するものを除く。） 

５．政令第１３０条の

７の２第３号で定め

る建築物に付属する

自動車車庫 

６．政令第１３０条の

６で定める工場 

７．作業場の床面積の

合計が 50㎡以内の自

動車修理工場 

 

容積率の 

最高限度 
１０分の２０ 

建ぺい率の 

最高限度 
１０分の６ １０分の８ １０分の６ 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

１６５㎡ ― １６５㎡ 

建築物の 

高さの 

最高限度 

― ― １０ｍ 

立地できる商

業施設等の大

規模集客施設

の床面積の合

計の最高限度 

― １０，０００㎡ ― 

「区域、地区の区分は計画図表示のとおり」
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理 由 

 この地区は、古賀市を縦断する国道３号線と、主要地方道筑紫野古賀線が交差する流交差点部に位置す

る市街化調整区域であり、古賀市都市計画マスタープランにおいて、土地区画整理事業により面的整備を

実施し、商業・業務地および住宅地を供給する地区と位置付けている。現在、有効な土地利用がなされて

いないことから、平成２６年度の設立を目指し組合施行による区画整理事業を予定している。本事業によ

り、良好な市街地環境の形成を目指し、商業施設・生活利便施設・住宅等の立地を適切に誘導するため、

地区計画を本案のとおり策定するものである。 

 


